
令和４年８月23日

各県立学校長 殿

保健体育課長

学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の
対応ガイドラインの改定について（依頼）

このことについて，別添写しのとおり文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課か
ら事務連絡がありました。

その内容は，保健所等による濃厚接触者の特定及び行動制限をハイリスク施設に重点
化することが可能とされたこと等に伴い，「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウ
イルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン」の改定が行われ，その改定内容及
び留意事項等について示されたものです。

ついては，夏季休業期間の終了後，授業等の開始に当たっては，地域の自治体におけ
る濃厚接触者等の取扱を確認し，別添写しも参考とした上で，引き続き，地域の実情に
応じて，感染拡大の防止と学びの継続の両立に向けて，適切な対応がなされるよう貴校
の関係職員に周知してください。

連絡先
担 当：健康教育係 永田
電 話：099-286-5318
ＦＡＸ：099-286-5671
※ 本文書の文書管理上の分類記号

「Ｇ－３－０（保健管理総括）」
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事 務 連 絡 

令和４年８月 19 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

 

学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の 

対応ガイドラインの改定について 

 

 

過日の事務連絡にてお知らせしたように、保健所等による積極的疫学調査について、

感染するリスクの高い同一世帯内や、重症化リスクの高い方が入院・入所している医

療機関や高齢者施設等を対象に集中的に実施することとされるなど、新型コロナウイ

ルス感染症対応について、保健所業務の重点化等の観点からの見直しが行われていま

す。 

これらを踏まえ、別紙のとおり、「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルス

の感染が確認された場合の対応ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）の改

定を行いましたので、その改定内容及び留意事項等についてお知らせします。 

 

夏季休業期間の終了後、授業等の開始に当たっては、以下の内容も参考とした上で、

引き続き、地域の実情に応じて、感染拡大の防止と学びの継続の両立に取り組んでい

ただくようお願いします。 

 

なお、今般のガイドラインの改定は、令和４年２月２日及び同年３月 17 日にお知ら

せした、ガイドラインのオミクロン株に対応した運用に当たっての留意事項も踏まえ

たものであることを念のため申し添えます。 

 

都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校及び域内の市（指定

都市を除く。）区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所

各都道府県・指定都市教育委員会総務課・学校保健担当課  

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 専 修 学 校 主 管 課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 
附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた 

各 地 方 公 共 団 体 の 学 校 設 置 会 社 担 当 課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

御中 

保健所等による濃厚接触者の特定及び行動制限をハイリスク施設に重点化することが可能

とされたこと等に伴い、「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認さ

れた場合の対応ガイドライン」の改定を行いましたので、お知らせします。 
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轄の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、国公立大学法人附属学校事務主

管課におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人担当課

におかれてはその設置する学校に対して、構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189

号）第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所

轄の学校設置会社及び学校に対して、都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管

課におかれては所轄の認定こども園及び域内の市（指定都市及び中核市を除く。）区町

村認定こども園主管課に対して、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課にお

かれては所管の高等課程を置く専修学校に対して、本件を周知されるようお願いしま

す。 

 

 

記 

 

 

１．改定内容及びその留意事項について 

（１）保健所等による積極的疫学調査の重点化に伴う整理 

保健所等による濃厚接触者の特定及び行動制限について、自治体の判断により

高齢者・障害児者施設、医療機関等のハイリスク施設に重点化することが可能と

されたこと等に伴い、全体像が把握できるまでの間の初期対応としての臨時休業

については原則実施する必要はないなど、学校で新型コロナウイルスの感染が確

認された場合の対応について改めて整理しています。 

このことは、ガイドラインの位置付けを変更するものではなく、これまでに学

校の設置者等により同様の基準を作成している地域においては、引き続き、当該

基準に基づいて運用することとして差し支えなく、地域の感染状況等に応じて、

今般の改定内容も参考としていただくようお願いします。 

 

（２）濃厚接触者等の候補の考え方の明確化 

感染拡大地域において、学校が濃厚接触者やその周辺の検査対象となる者の候

補者リストの作成に協力する場合の基準については、従前と変更ありません。 

一方で、学校が行うことは保健所から求められた場合の濃厚接触者等の候補者

リストの作成であり、ガイドラインに示す基準に該当するのみを以て、一律に出

席停止の措置をとることを求めるものではありませんので、その旨御留意くださ

い。特に濃厚接触者の周辺の検査対象となる者の候補については、地域の感染状

況や学校における活動の実態等を踏まえた上で適切に判断することが必要です。 

 

（３）臨時休業の範囲や条件の例の明確化 

ガイドラインにおいては、学校の臨時休業の範囲や条件として、例えば学級閉

鎖について、 

・同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明した場合 

・感染が確認された者が１名であっても、周囲に未診断の風邪等の症状を有する

者が複数いる場合 
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等を例として挙げていますが、これらは、人数に着目したものではなく、学級内

における感染拡大を防止する観点からの基準となります。このため、同一の学級

において、複数の児童生徒等の感染が確認された場合であっても、その間で感染

経路に関連がない場合やそのほか学級内の他の児童生徒等に感染が広がっている

おそれがない場合については、学級閉鎖を行わないことも考えられます。 

これらの点については、学年閉鎖や学校全体の臨時休業に当たっても同様であ

り、今般の改定により、学年閉鎖又は学校全体の臨時休業の範囲や条件の例とし

て、学年内又は学校内で感染が広がっている可能性が高い場合であることを明確

化しています。 

 

これらの条件に当てはまり、臨時休業を行う場合の期間については、従前から

変更なく、５日程度（土日祝日を含む。）を目安としています。 

また、この場合に、未診断の風邪等の症状を有する者や濃厚接触者について検

査により陰性が確認できた場合等には、臨時休業の期間を短縮することが可能で

あることも、従前どおりとなりますので、感染の把握状況や拡大状況、児童生徒

等への影響等を踏まえた上で柔軟な対応をお願いします。 

 

 

２．その他の留意事項 

このほか、ガイドラインの運用に当たっては、以下についても御留意ください。 

○ ガイドラインは、主として通常の授業等を念頭に置いたものとなりますが、学

校教育の一環として行われる部活動等についても、活動内容等を踏まえた上で、

本ガイドラインを参考にして適切な対応をお願いします。 
 
○ 臨時休業等により児童生徒等がやむを得ず学校に登校できない場合であっても、

ＩＣＴの活用等により児童生徒等の学習の機会を確保することが重要であり、「感

染症や災害等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対する学習指

導について」（令和３年２月 19日付け文部科学省通知）及び「やむを得ず学校に登

校できない児童生徒等へのＩＣＴを活用した学習指導等について」(令和４年１月

12 日付け文部科学省事務連絡)を踏まえて適切な対応をお願いします。  
○ 幼稚園の臨時休業を行う場合には、「新型コロナウイルス感染症に対応した持続

的な学校運営のためのガイドライン」（令和４年４月１日）等も踏まえた上で、必

要な者に保育が提供されないということがないよう、居場所の確保に向けた取組

を検討するようお願いします。 

 

以上 

 

＜本件連絡先＞ 

文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表） 

初等中等教育局 健康教育・食育課（内２９１８） 
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学校で児童生徒等や教職員の新型コ ロ ナウ イ ルス の感染が確認さ れた場合の 

対応ガイ ド ラ イ ン（ 令和４ 年８ 月改定版）  

 

 

学校で児童生徒等や教職員の新型コ ロ ナウ イ ルス 感染が確認さ れた場合に、

地域の感染状況や保健所の業務の状況等を踏ま え、迅速に対応する ため、平常時

から 学校と 保健所が連携をと り 、初動体制について、あら かじ め整理し ておく こ

と が重要です。  

 本ガイ ド ラ イ ンでは、主と し て感染拡大地域において、学校における 濃厚接触

者等の特定や臨時休業の判断等に当たっ ての考え方を 取り ま と めま し た。 各学

校や学校の設置者において、 地域の感染状況等に応じ た対応の参考と し てく だ

さ い。  

 なお、本ガイ ド ラ イ ンは、各地域において、今回お示し する よ う な基準がない

場合、 又は改めて学校設置者と 保健所と で学校で感染者が発生し た場合の対応

について協議する 場合など に役立てていただく こ と を 想定し ており 、 既に各地

域で同様の基準がある 場合には、 それによ っ ていただいて構いま せん。  

 

ま た、現在、 オミ ク ロ ン株の特性等を踏ま え、 学校で感染者が発生し た場合で

あっ ても 、 保健所等によ る 濃厚接触者の特定は必ずし も 行われないこ と と さ れ

ている こ と に御留意く ださ い（ 詳細は、「 B. 1. 1. 529 系統（ オミ ク ロ ン株） が主

流である 間の当該株の特徴を 踏ま えた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定

及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」（ 令和４ 年７ 月 30 日付け

厚生労働省事務連絡） を 参照のこ と 。）。  

 

 

 １ ． 学校で感染者が確認さ れた場合の対応  

学校で児童生徒等や教職員の感染者が確認さ れた場合は、校長は、感染し た

児童生徒等について出席停止の措置をと る ほか、感染者が教職員である 場合は、

病気休暇等の取得や在宅勤務、職務専念義務の免除等によ り 出勤さ せないよ う

にし てく ださ い。  

ま た、保健所等によ る 濃厚接触者の特定が行われる 学校においては、当該感

染者と の関係で児童生徒等や教職員が濃厚接触者と 判定さ れた場合にも 、同様

の措置をと っ てく ださ い。 ただし 、 幼稚園、 小学校、 義務教育学校及び特別支

援学校において、幼児児童等に必要な教育等が提供さ れる ための緊急的な対応

と し て、 濃厚接触者と なっ た教職員については、 待機期間中においても 、 一定

の条件の下、出勤を 可能と する 取扱いも 認めら れていま す（ 詳細は、「 保育所、
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幼稚園、小学校等の職員である 濃厚接触者に対する 外出自粛要請への対応につ

いて」（ 令和４ 年３ 月 16 日付け厚生労働省事務連絡） を参照のこ と 。）。  

 

 

 ２ ． 濃厚接触者等の特定について  

現在、濃厚接触者の特定は自治体の判断によ り ハイ リ ス ク 施設に重点化する

こ と が可能と さ れていま すが、ク ラ ス タ ーが確認さ れた場合など 、各自治体が

感染拡大の防止のために必要と 判断する 場合や、 幼稚園、 小学校、 義務教育学

校又は特別支援学校について濃厚接触者の特定・ 行動制限に係る 方針を各自治

体において定めている 場合には、学校においても 濃厚接触者の特定が実施さ れ

る こ と も あり ま す。  

その場合に、感染者本人への行動履歴等のヒ アリ ングや濃厚接触者等の特定

等のための調査は、 通常、 保健所が行いま すが、 感染拡大地域における 学校に

おいては、保健所が示す一定の基準に基づく 濃厚接触者やその周辺の検査対象

者と なる 者（ 以下「 濃厚接触者等」 と いう 。） の特定のため、 校内の濃厚接触

者等の候補者リ ス ト の作成に協力する こ と が必要な場合があり ま す。  

※ そのほか、 濃厚接触者の特定については、 上記の令和４ 年７ 月 30 日付け厚生労働省

事務連絡及び「 小児の新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症対応について」（ 令和４ 年６ 月 20 日付

け厚生労働省事務連絡） も 参照し てく ださ い。  

※ ただし 、保健所等によ る 積極的疫学調査等が実施さ れない学校については、特段濃厚

接触者等の候補者リ ス ト の作成を行う 必要はあり ま せん。  

 

こ のため、 学校、 教育委員会等は、 保健福祉部局その他関係機関と 、 事前に

保健所と の協力体制について可能な限り 相談を し てく ださ い。  

 

＜濃厚接触者等の候補の考え方＞ 

校内の濃厚接触者等の候補の範囲は、 感染者の感染可能期間（ 発症２ 日前

（ 無症状者の場合は、 陽性確定に係る 検体採取日の２ 日前） から 退院又は療

養解除の基準を 満たすま での期間を いう 。 以下同じ 。） のう ち当該感染者が

入院、宿泊療養又は自宅療養を 開始する ま での期間において以下の①又は②

いずれかに該当する 児童生徒等及び教職員と し ま す。  

なお、学校等が行う のは保健所から 求めら れた場合の濃厚接触者等の候補

者リ ス ト の作成であり 、 ①又は②のいずれかに該当する こ と のみを 以て、 一

律に出席停止の措置をと る こ と を求める も のではあり ま せん。特に②につい

ては、地域の感染状況や学校における 活動の実態等を踏ま えた上で適切に判

断する こ と が必要です。  



3 
 

 

①濃厚接触者の候補 

・ 感染者と 同居（ 寮等において感染者と 同室の場合を含む） 又は長時間の

接触があっ た者 

・ 適切な感染防護なし に感染者を介護し ていた者 

・ 感染者の飛沫（ く し ゃみ、咳、つば等） に直接触れた可能性の高い者（ １

メ ート ル以内の距離で互いにマス ク なし で会話が交わさ れた場合は、 時

間の長さ を 問わずに濃厚接触者に該当する 場合がある ）  

・ 手で触れる こ と の出来る 距離（ 目安と し て１ メ ート ル） で、 必要な感染

予防策なし （ ※） で、 感染者と 15 分以上の接触があっ た者（ 例えば、

感染者と 会話し ていた者）  

※ 必要な感染予防策については、マス ク を着用し ていたかのみなら ず、いわゆる

鼻出し マス ク や顎マス ク 等、 マス ク の着用が不適切な状態ではなかったかにつ

いても 確認する 。  

 

②濃厚接触者周辺の検査対象と なる 者の候補 

・ 感染者から の物理的な距離が近い、 又は物理的な距離が離れていても 接

触頻度が高い者等（ 感染者と 同一の学級の児童生徒等）  

・ 大声を 出す活動、 呼気が激し く なる よ う な運動を 共にし た者等（ 感染者

と 同一の部活動に所属する 児童生徒等）  

・ 感染者と 食事の場や洗面浴室等の場を 共有する 生活を 送っ ている 者等

（ 感染者と 同一の寮で生活する 児童生徒等）  

・ その他、 感染対策が不十分な環境で感染者と 接触し た者等 

 

 

 ３ ． 出席停止の措置及び臨時休業の判断について  

学校において感染者が発生し た場合に、学校の全部ま たは一部の臨時休業を

行う 必要性については、通常、保健所の調査や学校医の助言等を踏ま えて学校

の設置者が判断する こ と と なり ま すが、学校の設置者は、学校内で感染が広が

っ ている 可能性が高い場合に臨時休業を 行う 範囲や条件を 事前に検討し 、公表

し ておく こ と が適切です。  

 

＜臨時休業の範囲や条件の例＞ 

学校で家庭内感染ではない感染者が発生し たと き など 、学校内で感染が広

がっている 可能性が考えら れる 場合には、当該感染者等を出席停止と する と

と も に、 学校医等と 相談し 、 以下のと おり 臨時休業を 検討し てく ださ い。  
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【 学級閉鎖】  

○ 以下のいずれかの状況に該当し 、 かつ、 学級内で感染が広がっ てい

る 可能性が高い場合、 学級閉鎖を実施する 。  

①同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明し た場合 

②感染が確認さ れた者が１ 名であっても 、 周囲に未診断の風邪等の症

状を有する 者が複数いる 場合 

③その他、 設置者で必要と 判断し た場合 

※ ただし 、 感染可能期間に学校に来ていない者の発症は除く 。  

※ なお、保健所等によ る 濃厚接触者の特定が行われる 学校においては、感染

が確認さ れた児童生徒等１ 名に加えて、 複数の濃厚接触者が存在する 場合

についても 、 学級閉鎖を実施する こ と も 考えら れる 。  

 

○ 上記において、「 複数」 と し ている 趣旨は、 人数に着目し たも のでは

なく 、 学級内における 感染拡大を防止する 観点である こ と から 、 例え

ば、 同一の学級において、 複数の児童生徒等の感染が確認さ れた場合

であっ ても 、 その児童生徒等の間で感染経路に関連がない場合やその

ほか学級内の他の児童生徒等に感染が広がっ ている おそれがない場

合については、 学級閉鎖を行う 必要はない。  
 

○ 学級閉鎖の期間と し ては、 ５ 日程度（ 土日祝日を 含む。） を目安

に、 感染の把握状況、 感染の拡大状況、 児童生徒等への影響等を 踏

ま えて判断する 。  

ただし 、 上記において未診断の風邪等の症状を 有する 者や濃厚接触

者の検査の陰性が確認でき た場合等には、 当該期間を短縮する など 、

柔軟な対応を行う こ と が可能である 。  

 

【 学年閉鎖】  

○ 複数の学級を閉鎖し 、 かつ、 学年内で感染が広がっ ている 可能性が

高い場合、 学年閉鎖を実施する 。  

 

【 学校全体の臨時休業】  

○ 複数の学年を閉鎖し 、 かつ、 学校内で感染が広がっ ている 可能性が

高い場合、 学校全体の臨時休業を実施する 。  

 

なお、 こ れ以外に、 初期対応と し ての臨時休業等については基本的に行う

必要はあり ま せんが、保健所等によ る 濃厚接触者の特定が行われる 学校につ
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いては、全体像が把握でき る ま での間、臨時休業を 行う こ と も 考えら れま す。 

ま た、 保健所の業務の状況等によ り 、 実施が遅延する よ う な場合には、

学校医等と 相談し 、 臨時休業を 開始し てから ５ 日後程度（ 土日祝日を 含

む。 ） を 目安と し て再開する こ と が考えら れま す。  


